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こ|
:｛由
衛
星
時
正
こ

今
年
一

月
二
十
三
日
に
打
ち
上
げ
ら
れ

た、

我
が
国
初
の
実
用
放
送
衛
星
「
ゆ
り

2
号
a
」

は、

本
格
的
な
ニ
ュ

ー
メ
デ
ィ

ア
時
代
の
幕
あ
け
と
し
て、

大
き
く
報
道

さ
れ
ま
し
た。

順
調
に
ゆ
け
ば、

五
月
か
ら
N
H
K
が

利
用
を
始
め、

難
視
聴
の
解
消
と
い
っ

た

実
用
サ
ー
ビ
ス
に
利
用
さ
れ
る
と
同
時
に、

高
品
位
テ
レ
ビ
放
送、

デ
ジ
タ
ル

式
音
声

放
送
(
F
M
放
送
よ
り
優
れ
た
音
質
が
再

現
で
き
る
）、

静
止
画
像
放
送
（
新
聞
画
面

の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
電
送
等）

な
ど
の、

い

わ
ゆ
る
ニ
ュ

ー
メ
デ
ィ
ア
の
実
験
も
進
め

ら
れ
る
予
定
に
な
っ

て
い

ま
す。

一

方、

す
で
に
昨
年
（
昭
和
58
年）

ニ

月
に
は、

や
は
り
我
が
国
初
の、

実
用
通

信
衛
星
「
さ
く
ら
2
号
．

a
」

が
打
ち
上

げ
ら
れ
て
い

ま
す。

こ
ち
ら
の
方
は、

新

し
い

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
の
形
成
に
大
き

な
役
割
を
果
す
も
の
で、

本
県
で
も、

地

震
等
の
災
害
時
に、

地
上
の
通
信
網
に
事

故
が
起
っ

て
も、

直
接
宇
宙
に
浮
か
ぶ
さ

く
ら
2
号
を
通
し
て、

情
報
伝
達
が
で
き

る
よ
う
に、

県
庁
舎
の
屋
上
に
大
き
な
パ

ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
ご
存
知
の
方
も
あ
る
で
し
ょ

う。

こ
う
し
た
衛
星
の
打
ち
上
げ
な
ど、

家

庭
生
活
と
は
最
も
縁
遠
い

世
界
の
話
の
よ

う
に
感
じ
ま
す
が、

実
は
大
変
身
近
な
生

活
の
問
題
へ
と
直
結
し
て
い
る
の
で
す。

特
に、

最
近
時
々
耳
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
I.
N.
s
(
I
n
for
ma
ti
o
n
 N
et
w
or
k
 

S
yst
e
m
)

は、
電
々
公
社
が
現
在
開
発
整

備
を
め
ぎ
し
て
い
る
「
高
度
情
報
通
信
シ

ス
テ
ム
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
画
期
的
な
未

来
型
通
信
シ
ス
テ
ム
で
す
が、

こ
れ
も
通

信
衛
星
を
ぬ
ぎ
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん。
電
々
公
社
で
は、

こ
の
九
月
か
ら、

東

京
の
武
蔵
野
ー
三
鷹
地
区
と
都
心
を
結
ん

で、

I
•
N
.
S
モ
デ
ル
シ
ス
テ
ム
の
総
合

運
用
段
階
の
実
験
を
始
め
ま
す
が、

こ
の

モ
デ
ル
シ
ス
テ
ム
の
モ
ニ

タ
ー
家
庭
募
集

に
対
し
て
は、

非
常
に
多
く
の
申
し
込
み

が
殺
倒
し、

中
に
は
こ
の
た
め
に
引
越
し

を
す
る
人
ま
で
出
た
と
い

う
フ
ィ
ー
バ

ー

ぶ

り
だ
っ

た
そ
う
で
す。

で
は
こ
の
I
.
N
.
S
と
は
何
な
の
か、

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
何
が
可
能
に
な

る
た
め
に、

こ
れ
は
ど
人
々
の
関
心
を
呼

ん
で
い
る
の
か、

電
々
公
杜
静
岡
電
気
通

信
部
の
小
山
広
報
係
長
に
お
話
し
を
う
か

が
っ

て
み
ま
し
た。

こ
しs,

IE

イ
メ
ー
ジ
的
に
描
け
ば、

図
ー
の
よ
う

に、

画
像
を
含
め
た
各
種
の
通
信
が
全
国

均
一

に
近
い

低
廉
な
料
金
で
使
用
で
き‘

こ
れ
に
よ
り
数
々
の
情
報
が
自
由
に
伝
達・

入
手
で
き
る
よ
う
に
な
る
シ
ス
テ
ム
の
こ

と
で
す
が、

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

は、

次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
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主

婦
と

年
金

ぐ
っ と

延
び

た

寿
命
と
と

も

に
、

主
婦

の

年

金へ

の

関
心

が

高

ま

っ

て

い

ま

す

。

県
下

七

か
所

の

社
会

保
険

事
務
所
で

は
、

グ
ル
ー

プ

の

年

金
学
習
会

にも 、
快
く
講

師

を

引

き

受

け

て

く

れ

るそ

う

で
す

。
今

回
は

県

の
国
民
年

金
課

を

お

た

づ
ね

し

て

み

ま
し

た

。

国
民
年
金
の
現
状

国
民
年

金
は
、

全年

金
加入

者

の

45
パ

ー
セ
ン
ト

を

カ
バ
ー

し
、

県
下

の

加入

者

は
、

20
オ
ー

59
オ

ま

で

の

年

齢
層

の

う

ち
、

ニ
・

五

人

に
一

人

が

入

っ

て

い
る

と

い

う

基
幹
的

な年

金
で
す

。

現
在

の

三

十
代

の

人

達

が

現
役

を

退
く

頃

には、

三

人

の

働

き

手
で

一

人

の

老

人

を

支

え
な

く

て

は
な

ら
な

いそ

う

で
す

。

そ

の

時

に
、

公
的

年

金

が十
分

に機
能

す

るか

ど

う

か
心
配
す

るむ

き

も

あ

り

ま

す

が

、
夫
婦
二

人

で

二

十

万

円
近

い生計
費

が

必
要

と

い

わ

れ

て

い
る

と

き

、
長

い老

後

の

生活
は

ど

う

し

て

も 年

金

に頼
ら
ざ

る

を

得
な

い

の

も
事
実

で
す

。

そ

こ

で

主
婦

に特

に関
係

の

深

い点

に

つ

い

て

、

いく

つ

か
伺っ

て

み

ま
し

た

。
老齢年金の計算方法（昭和58年4 月現在）

〔(1,680円X納付月数） + (1,680円x免除月数
3 

）） 

X 1.122 ( 物価スライド率）

ただし衣格期間が10年から24年 に短縮されている場合は 、

上記の計打式の額に

〔650円X(300-/Jii入月数）X納付月数十免除月数x令
加入月数

〕

X 1.122 (物価スライド率）を加算します。

こうして計節する と以下の金頷になります。

40年保険料を納めた場合 年額904,800 (月·75,400)円

30年 II 年額678,600 (月，56,500)円

25年 II 年額565,500 (月・47,100)円

さらに 、 付加保険科を納めている場合には 、

200円x付加保険料納付月数を加詳します

行

政

情

報
国
・

県
・

市
町
村
の
仕
事
か
ら

婦
人
に
関
係
の
深
い
情
報
を
紹
介
し
ま
す

表1 老齢年金はい〈らもらえる

一

質問一国
民
年

金
と

、

民

間

の

個
人

年

金

と

の
違

い は

ど

ん

な
ところ

で

し
ょ

う

。

一答え―

第

一に
、

国
民
年

金

に は

物価スライド
が

あ

る

こ

と

や
、
保
険 料

（
現

行

月

額

五

、

八
三
0

円）
に

較

べ て

、

受給

額

（
現

行

」

一
十
五

年

納

付で

月

額

四

万
七

千

円）

が

、

比

較的

高

い

こ

とで
す

。

第
二

に
、

国
民 年

金

に は

万

一

の

と

き

表2のよ

う

な 、

生活
保
障
的

な 年

金

が

つ

い

て

い
る

こ

と で
す

。

ただ

し
、

相
互扶助

を

目的
と

し

て

い

ま

す

の

で

、年

金

受給

以前

に

本
人

が

死亡

し

た

場合
には、

三
年以
上

保
険 料

を

納

め

た

場合
に
限り、加 入 期間 に応じた

一

時

金

が

支

払わ

れ

る

と

い

う

こ

と

に

な

り

ま

す

。

万 一 の時に受けられる年金（昭和58年4月現在）

年金の種類 受 け ら れ る 条 件 年 金 額(58年 4月現在）

最近の1 年以上（厚生年金や共済年金など 1級 年額703,500円

障 害年 金
に加入した期間も通諄します） 、 保険料を納 （月 58,600円）

めている人が病気やケガをして障害者とな 2級 年額562,800円

ったとき。 （月 46,900円）

最近の1 年以上 、 保険料を納めている妻が 子ども1人 年額 742,800円

夫を亡くし18歳未協iの子と生活をしている （月 61,900円）

母 子 年 金 とき。 子ども 2人目年60,000円加算

3人目から1人につき

年24,000円加算

最近の1 年以上 、 保険料を納めている女の

準母子年金 人が 、 夫や父、 息子を亡くし 、 18歳未満の 母子年金に同じ

孫や弟 、 妹と生活をしている とき。

最近の1年以上（厚生年金や共済年金など 年額562,000円（月46,800円）

遺児年 金
に加入した期間も通箕します） 、 保険科を納 子が二人以上のときは1)11荘が

めている父や母が 亡くなり 、 18歳未満の子 ある。
だけが残されたとき。

老齢年金を受ける査格のある夫が 、 年金を

寡婦年 金 受けずに亡〈なったとき妻に。(60歳から65 夫の老齢年金の半額

歳になるまでの間）

表
2

万一
の
時
に
受
け
ら
れ
る
年
金

＿

質問

一
老
齢年

金
は

いくら
ぐ
ら

いもら

え

る

の

で

し
ょ

う

か

。
計
算
方
法
は
？

一

答え

一現
在

の

計
算
方
法
で

65
オ
か
ら

受

給

す

る

と

し

ま

す
と

、

納

め

て

い

ただ

い

た

月
数

に

よ

る

んで
す

が

、

表

1

のよ

う

にな
り

ま

す

。

ただ

、
計
算
式
は

今
後
も
見
直

し

が

さ

れ

ま

す

の

で
、

将
来
的

には、支
給

水
準

に変
化

が

あ

りそ

う

で
す

。

ま

た

、
60
オ
か
ら
操
り

上

げ

受給

も
で

ぎ

ま

す

が

、年

齢

に

応じ

て

、
58
パ
ー

セ

ン
ト
1

89
パ
ー

セ
ン
ト
と
支
給

率
は

下
り、

こ

の

率

が

終
生適

用
さ

れ

る

こ

と

にな
り

ま

す

。

今
回
お
話

し

を

う

か

が

っ

て

、年

金
は

分
か
り

にく

い
‘

と

敬
遠
せ
ず

に
、

制
度

の

内

容

に

つ

い

て

知

る必
要

が

あ

る

と

痛
感

し

ま
し

た

。

〔
レ
ポ
ー
タ
ー・

編
集
員・

富
岡
孝〕

＿

質問

一

保
険料

は
二

十
五

年

掛
け
れ
ばや

め

ら

れ

る

と

聞

い

た

こ

と

が

あ

り

ま

す

が。

か

た

一

答え

一
強
制加入

の

方
は
、

六

十
歳

ま

で

や

め

る

こ

と

は
で

き

ま

せ
ん

。
任
意加入

の

サ

ラ

リ
ー

マ
ン

の

妻

の場合

、
カ

ラ

期

間

（
任
意加入

者

が

加入

し
な

い

で

い

た

期間

）

を

含

め

て

、
二

十
五年以
上

あ

れ

ば

受給

の

資
格

は
得
ら

れ

る

の

で

、
脱
退

は
自
由
で
す

。

ただ

し
、年

金
は

納

付

月
数

に

応じ

て

支
給

さ

れ

る

の

で

、
長
く

納

め

れ

ば年

金

額

も
多
く
な
り

ま

す

。

そ

の

他、
若

い

時

代

に勤

め

を

や

め

た

人

や
、

中
途
か
ら
勤

め

始

め

た

人

には、

厚
生年

金や
共
済年

金
等 、
他

の

年

金
と

の

期間
を

合

算
す

る通
算
老
齢年

金

の

制

度

が

あ

り

ま

す

。

制
度
の
抜
本
改
正
を
検
討
中

高

齢
化
社
会
も

本

番

を

迎

え
、
現

在

国

で

は
、

昭
和
61

年

の

ス

タ
ー
ト

を

目

ざ

し
、

基
礎年

金や
女
性

の

年

金
権

保
障

な

ど

の

考
え

を

盛
り込

ん

だ

年

金
制
度

の

抜

本

的

な

改
正

に取
り組
んで

い

ま

す

。
-IO-




